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 東京一極集中や生産拠点の海外移転による雇用の喪失 

 勤労世帯の収入減による消費購買力の低下 

 増税等の負担増による市民生活の圧迫 

 ムダな大型開発とその失敗               等々 

  

 府と市の成長戦略に大差は無かった。 

 産業政策は、府・市だけではなく、他の42市町村も大なり小なり講じて
いる 

                 ↓ 

 「二つの大阪」の解消論は、短絡的であり、暴論 

1.大阪経済の低迷－府と市の「二つの行政」が存在している
からではない 
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 広域＝成長・産業  基礎＝生活・福祉？ 
 広域行政とは「社会・経済の発展にともない既存の府県・市町村の区域を

超えた広い地域で行われるのを適当とする地方行政、またはその制度。道
州制の類」（『広辞苑』） 

                     ↓ 

エリアの問題であり、施策や事業の中身によるものではない。 

                   ↓ 

経済施策、都市計画、港湾、交通、上下水道、消防等も基礎自治体の仕事。 
  

 大阪府－「広域行政」であると同時に、市町村を通じての「間接行政」と高
校、病院等「直接行政」も行っているという風に、つきつめれば「基礎自治
体の補完」であり、重層的に住民サービスを行う役割を担っている。 

  
 大阪市－２６０万市民（一部３５０万の昼間人口）へのサービスと２２２k㎡
の市域内のインフラ整備を行っている基礎的自治体であり、「広域行政」
を行っているのではない。 

2. 「広域」か「基礎」かの区分けに意味があるのか 
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二重行政とは何か 
 基礎自治体と広域自治体とが類似の事務事業を実施しており、そのこと

が非効率を生じさせたり、手続き面等で住民に過重な負担をもたらしてい

る場合の、その事務事業を言う。 

（大阪市立大学『地方分権と大都市制度』より） 

 

 「二重行政」とされる可能性のある施設・事業等 
病院、高校、体育館、図書館、信用保証協会、工業研究所・産業技術総合研究所、港湾など 

 

                     

財源をうかす 
 

3.「府・市」間に「二重行政」は存在するのか 

◆「二重行政」のレッテル 
  をはり、統廃合 
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◆サービス低下 
◆住民のニーズがあり、広く府下 
 一円からも利用されている 
◆事業のすみ分けもなされている 



◇大阪市の財源、権限→都（府）に集中 
 
 ・固定資産税、都市計画税、法人市民税             → 都（府）税に 
 ・地方交付税、宝くじ                                        → 都（府）の収入 
 ・特別区に分けられない膨大な財産(関電株・未利用地・地下鉄等) 

                                      → 都（府）に 
 ・高速道路、国道などの都市計画決定の権限 

                          
「一つの大阪」→ 

淀川左岸線延伸部の建設などに集中投資 
 
「ゼネコン政治」の失敗の繰り返し→ 

大阪経済はよくならない 

4.地方自治破壊の「大阪都構想」   
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※現行法制下 



◇特別区＝「半人前」自治体 
「中核市なみの権限付与」のまやかし 
 市税等の６割に満たない収入 

 コスト増（コンピューターシステムの再構築、議会、各行政機関等の設
置、税務事務所等） 

 国保、介護保険、ゴミ、斎場、上下水道、公営住宅等、単独で事業執行
できない 

                                      ↓ 

「住民のニーズにあった施策」はかけ声だけ 
 シビルミニマム的な仕事の必要性 → 余剰財源は生まれない 
 何かを拡充すれば、他を削らなければならない 
 収入減とコスト増により、住民サービスは低下 
  

◇「特別区間の格差」の顕在化 
 収入・財産の両面で 
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5.住民自治について 
都市内分権の本格的な取り組み 

◆大阪市を解体しなければ住民自治は前進しないのか？ 

○大都市の区役所機能のもつ住民自治につながる制度的条件 

  地域総合行政機関、個性あるまちづくりの拠点、市政と区民のパイプ役、自治の拠点（住民
間の合意形成の場）、効率的な行政執行など 

○住民間相識関係に欠ける大都市ほど「合意形成型民主主義」を重視すべき 

  （ ←→ 選挙結果＝民主主義という結果重視の「多数決型民主主義」）  

 
◆区長公選より区民自治の実践的制度設計こそ決定的に重要 
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区役所機能の強化 
区役所の体制の充実／住民と向
き合う民主的で分権型の職員集
団への改革 

拘束力ある住民審議機関の
制度化 
区政会議（仮称）の条例化：区域
内の重要事項については区政会
議の意見を聞くことを義務付ける
とともに、自発的な提案も行う。市
は区政会議の意見を公式に受け
止め、異なった結論を出す場合は
説明責任を負う 

地域活動団体の活性化に向
けた支援 
活動拠点、資金、人材育成などへ
の支援 
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